
前橋都市計画道路の変更（前橋市決定） 
 

都市計画道路中３・４・１１６号南高校通線を次のように変更する。 
 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 
 
理 由 
 前橋都市計画道路３・４・１１６号南高校通線は、前橋市下佐鳥町の都市計画道路３・３・８３号朝倉玉

村線から前橋市上佐鳥町の都市計画道路３・３・２号前橋長瀞線までを東西につなぐ道路である。 
 本路線の沿線に位置する県立前橋南高校に通学する生徒等の安全確保を図るため、両側歩道（幅員３ｍ）

の計画を見直して両側自転車歩行者道（幅員３．５ｍ）を設置することとし、一部区間の幅員を１３ｍから

１４ｍに変更する。 
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